
（３）市立幼稚園の休園・統廃合基準（案）について 

＜現在提案しているもの＞ 

基準 内  容 例示（解説） 

基
準
１
（
原
則
）

新年度の園児募集終了時点（１１月中旬）において、 

３年連続１４人以下の出願者数となる場合（２年制の場合

は、４歳児の出願者数が１４人以下となる場合）は、 

翌年４月から休園とする。 

（２年制の場合は、４歳児学級を休園する。） 

さらに、休園とした年度の募集も１４人以下の場合は当該年

度末をもって統廃合とする。

【平成３０、３１、３２年度入園の出願

者数がいずれも１４人以下の場合】 

３２年４月より休園とする。さら

に、３３年度入園の出願者数も１

４人以下の場合は、３３年４月に

統廃合とする。

基
準
２

基準１にかかわらず、 

新年度の園児募集終了時点（１１月中旬）において、 

２年連続９人以下の出願者数となる場合（２年制の場合は、

４歳児の出願者数が９人以下となる場合）は、 

翌年４月から休園とする。 

（２年制の場合は、４歳児学級を休園する。） 

さらに、休園とした年度の募集も１４人以下の場合は当該年

度末をもって統廃合とする。

【平成３０、３１年度入園の出願者数

がいずれも９人以下の場合】 

３１年４月より休園とする。さら

に、３２年度入園の出願者数も 

１４人以下の場合は、３２年４月

に統廃合とする。

基
準
３

基準１及び２にかかわらず、 

新年度の園児募集終了時点（１１月中旬）において、 

４人以下の出願者数となる場合（２年制の場合は、４歳児の

出願者数が４人以下となる場合）は、 

翌年４月より休園とする。 

（２年制の場合は、４歳児学級を休園する。） 

さらに、休園とした年度の募集も１４人以下の場合は当該年

度末をもって統廃合とする。

【平成３１年度入園の出願者数が４

人以下の場合】 

３１年４月より休園とする。さら

に、３２年度入園の出願者数も 

１４人以下の場合は、３２年４月

に統廃合とする。

例
外

休園予定の市立幼稚園の同一地域内（原則、同一地区公

民館校区）に、私立幼稚園、私立保育所等の教育・保育施設

がない場合や、園児の受入が困難な場合などはこの限りでは

ない。 

佐賀関幼稚園、野津原幼稚園

等は、出願者数に関わらず、地

域性等を考慮する中で、存続、

休園、統廃合等の判断を行うも

のとする。

各地区公民館区域に、市立の認定こども園を設置する際

は、当該基準に関わらず、別途、同地区内の他の市立幼稚園

の統廃合を検討する。

※当該休園・統廃合基準は、平成３０年度の園児募集終了時点（平成２９年１１月）より適用する。 

※この基準の適用に当たり、暫定的な措置により平成３０年度を休園した園については、平成３０年度 

は開園したものとみなす。 

＜変更案＞ 

基準 内  容 例示（解説） 

基
準
１
（
原
則
）

学級編制基準日（入園式の日）の入園児数が、３年連続１４

人以下となる場合（２年制の場合は、４歳児の入園児数が１４

人以下となる場合）は、翌年４月から統廃合とする。 

（２年制の場合は、翌年４月に４歳児学級を休園とする。また、

統廃合を決定した後の園児募集は行わない） 

【平成３０、３１、３２年度の学級編制

基準日（入園式の日）の入園児数

が、いずれも１４人以下の場合】 

３３年４月に統廃合とする。 

基
準
２

基準１にかかわらず、学級編制基準日（入園式の日）の入

園児数が、２年連続９人以下となる場合（２年制の場合は、４歳

児の入園児数が９人以下となる場合）は、翌年４月から統廃合

とする。 

（２年制の場合は、翌年４月に４歳児学級を休園とする。また、

統廃合を決定した後の園児募集は行わない） 

【平成３０、３１年度の学級編制基準

日（入園式の日）の入園児数が、い

ずれも９人以下の場合】 

３２年４月に統廃合とする。 

基
準
３

基準１及び２にかかわらず、新年度の園児募集終了時点 

（１１月中旬）において、４人以下の出願者数となる場合（２年

制の場合は、４歳児の出願者数が４人以下となる場合）は、翌

年４月より休園とし（２年制の場合は、４歳児学級を休園す

る。）、当該年度末をもって統廃合とする。（休園後の募集は行

わない）

例
外

基準１、２及び３により、同一地区公民館区域において、同

時期に複数の市立幼稚園が統廃合の対象となる場合や、市

立の認定こども園が設置されるまでの間に市立幼稚園がすべ

て統廃合となる場合には、地域の実情を勘案して総合的に判

断する。 

佐賀関幼稚園、野津原幼稚園等地

区公民館区域に市立幼稚園が１園

の場合、園児数に関わらず、地域の

実情を勘案して総合的に判断する。

各地区公民館区域に、市立の認定こども園を設置する際

は、当該基準に関わらず、別途、同地区内の他の市立幼稚園

の統廃合を検討する。

※当該統廃合基準は、平成３０年度の学級編制基準日（入園式の日）から適用する。 

※この基準の適用に当たり、平成２９年度の暫定的な措置により平成３０年度を休園した園については、 

基準３にかかわらず、平成３１年度の園児募集を行うものとする。 

資料３（差替え） 



（３）市立幼稚園の休園・統廃合基準（案）について      11 月中旬の園児募集終了時点及び学級編制基準日（入園式の日）の入園児数を基準とした場合 

＜今後の市立幼稚園の休園・統廃合イメージ図＞ 

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 

(29.11) 30.4 月      (30.11) 31.4 月        (31.11) 32.4 月       (32.11) 33.4月   (33.11)

・(４人以下) 

        ・(4 人以下)

暫定措置  ・(5 人以上)

による休園

休園 

・５～９人 

・(4 人以下)

・10～14 人    ・(5 人以上)

・15 人以上（※）

H32 年 4 月統廃合 

休園 

・5～9 人 

・10～14 人 

・15 人以上（※）

H33 年 4 月統廃合

・(4 人以下)

・５～９人

（基準２） ・(5 人以上)

休園

・５～９人 

          ・(4人以下)

・10～14 人    ・(5 人以上)

・15 人以上（※）

H32 年 4 月統廃合 

休園 

・５～９人 

・10～14 人 

・15 人以上（※）

H33 年 4 月統廃合

・(4 人以下)

・10～14 人

（基準 1）

・(5 人以上)

休園 

・(4 人以下)

・５～９人      ・(5 人以上)

・(4 人以下)

・10～14 人    ・(5 人以上)

・15 人以上（※）

H32 年 4 月統廃合 

休園 

・５～９人 

・10～14 人 

・15 人以上（※）

休園 

・５～９人 

・10～14 人 

・15 人以上（※）

H33 年 4 月統廃合

H33 年 4 月統廃合

 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 

(29.11) 30.4 月     (30.11) 31.4月         (31.11) 32.4 月       (32.11) 33.4月    (33.11) 34.4 月   

・(4人以下)

（※）

・15 人 

以上 

      ・(5 人以上)

 休園 

・(4 人以下)

・５～９人    ・(5人以上)

・(4 人以下)

・10～14 人

           ・(5 人以上)

・15 人以上（※）

H32 年 4 月統廃合 

  休園 

・5～9 人 

・(4 人以下)

・10～14 人 ・(5 人以上)

・15 人以上（※）

  休園 

・(4人以下)

・５～９人   ・(5 人以上)

・(4 人以下)

・10～14 人 ・(5 人以上)

・15 人以上（※）

H33 年 4 月統廃合

休園 

・５～９人 

・10～14 人 

・15 人以上（※）

H33 年 4 月統廃合

休園 

・５～９人 

・10～14 人 

・15 人以上（※）

休園 

・５～９人 

・10～14 人 

・15 人以上（※）

H34 年 4 月

統廃合 

H34 年 4 月

統廃合 

H34 年 4 月

統廃合 



◆休園・統廃合基準の修正案

園児数

園児数

園児数 29.11　　　　　　　　　          　30.4 　　　30.11　　　　　　　             　31.4 31.11 32.4

４
人
以
下

現行案

（募集結
果で判
断）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・31.4開園の判断→　4人以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・32.4開園の判断→14人以下    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判定・・・31.4は休園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　判定・・・32.4は統廃合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

変更案

（募集結
果で判
断）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・31.4開園の判断→　4人以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※休園中の募集は行わない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判定・・・31.4は休園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　         29.11　　　　　　　　　           30.4　　　　　　　           　　　30.11　　　　　　　               31.4　　　　　　　　　           31.11　          　             　32.4

９

～

５
人

現行案

（募集結
果で判
断）

　・30.4開園の判断→9人以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・31.4開園の判断→9人以下    　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ・ 32.4開園の判断→14人以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　判定１回目・・・30.4は開園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 判定２回目・・・31.4は休園　　　 　　　　　　　　　　　　　　　  　　   判定・・・32.4は統廃合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

変更案

（学級編
制日で判
断）

　                         　　　　　　　　　　　　 　　・ 31.4開園の判断→ 9人以下　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　 　　・32.4開園の判断→ 9人以下                              　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  判定１回目・・・31.4は開園　　　　  　　　　　　　　　　　　　 　  　　　　　 　判定２回目・・・32.4は統廃合　　　　　　  　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　  　                                                                                                                          統廃合の市民周知と地元説明

29.11　　　　　　　　　           30.4 　　　30.11　　　　　　　               31.4 31.11　          　             　32.4　　　　                       32.11　   　　　                  33.4

１
４
～

１
０
人

現行案

（募集結
果で判
断）

　・30.4開園の判断→14人以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・31.4開園の判断→14人以下    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ・ 32.4開園の判断→14人以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・32.4開園の判断→14人以下

　　判定１回目・・・30.4は開所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 判定２回目・・・31.4は開所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    判定３回目・・・32.4は休園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　 判定・・・33.4は統廃合　

変更案

（学級編
制日で判
断）

　                         　　　　　　　　　　　　　　 　　・ 31.4開園の判断→14人以下　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　 　　　　・32.4開園の判断→14人以下                              　　    　 　・ 33.4開園の判断→14人以下　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判定１回目・・・31.4は開園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　判定２回目・・・32.4は開園　　　　　　　　  　　　　     　     　　　   判定３回目・・・33.4は統廃合

　　　　　　　　　　　　　  　                                                                                                                                                                                                                        統廃合の市民周知と地元説明

開園 開園 休園 統廃合募集 募集 募集 募集（休園中）

開園開園開園 統廃合募集 募集 募集 募集停止

開園 休園 統廃合
募集 募集 募集（休園中）

開園開園募集 募集 統廃合募集停止

募集 休園 統廃合募集（休園中）

募集 休園 統廃合

○３２年４月の学級編制日（入園式

の日）の実人数で３３年４月の統廃

合を判断し、統廃合となれば３２年

１１月の募集を停止するため、現行

案のように募集（応募）したのちに

入園をお断りするケースはなくなる。

○保護者には、３３年４月の統廃合

を３２年４月以降から周知できること

で、他の市立や私立への申し込み

など、早めの対応が可能となる。

○地元説明の時間が確保できる。

▲休園措置が無く、いきなり統廃合

となる

・ ３０年１１月の募集状況が４名以下の場合、翌３

１年４月は休園とし、２９年度に行った暫定措置と

同様、保護者（応募者）への対応を行う。

・統廃合については、条例上の措置に関する事務

的な時間の必要性や、地元対応に時間を要するこ

とも想定されるため、休園としての期間を設ける。

・休園中の園児募集は行わない。


